
各種方針等

　京都銀行は、自然災害・感染症の蔓延・事故災害・人為的災害等による大規模な被害発生により、当行の業務継続が脅かされる危機発生時において、
速やかに業務の復旧をはかるため、以下の方針を定めます。
○被災地等の地域住民の皆さまの生活や経済活動の維持のため、金融サービスの継続に努めます。
○金融決済機能を維持し、経済活動の混乱を抑制することに努めます。
○役職員の安全を確保するとともに、業務の停止に伴うお客様からの信認低下など、当行の経営面の影響を軽減します。

当行では、万一の大規模な自然災害、感染症の蔓延等の危機発生時において、早期に被害の復旧をはかり、必要最低限の
業務を継続するための業務継続計画（BCP）を策定する等、業務継続体制の構築をはかっております。

業務継続の基本方針

平常時には、ＢＣＰに基づく危機管理体制を見直し、改善するための年間計画として業務継続プログラムを策定し、体制整備をはかっております。
また、自然災害・感染症の蔓延等の危機発生時には、「非常事態対策本部」により一元的に指揮・命令をおこなう体制としており、被災シナリオごと

に作成した業務継続マニュアル、業務継続手順書およびコンティンジェンシープランに基づき、早期の業務復旧を目指します。

災害発生時の危機管理態勢

平時より危機管理体制を構築しておくことが必要であるため、平常時における業務継続体制（Business Continuity Management : BCM）を構築すると共に、
危機発生時を想定した危機管理（Crisis Management : CM）マニュアル、及び業務継続計画（Business Continuity Plan : BCP）を策定する。

1. 総則（業務継続の基本方針）
2. 業務継続計画（BCP)
  （1）業務継続計画（BCP) 
  （2）業務継続体制（BCM）  
  （3）業務継続計画（BCP)の想定すべき危機事例
   （被災シナリオ）

  （4）重要業務選定基準
  （5）当行の重要業務
  （6）目標復旧時間
  （7）危機管理マニュアル
   （業務継続マニュアル・業務継続手順書）

3. 平常時における業務継続体制（BCM)
4. 危機発生時における危機管理体制（CM）

（ 平 常 時 ） （ 危 機 発 生 時 ）

災害等危機管理規程（ B C P ）

業務継続管理プログラム（BCM） 業務継続手順書
（被災シナリオ毎に作成）

業務継続マニュアル（CM）
（被災シナリオ毎に作成）

オペレーショナル・リスク会議
非常事態対策本部

準非常事態対策会議

業務継続の実効性を高めるため、次の事項を業務継続管理プログラム
として策定し、業務継続体制の整備をおこなう。
1. 業務継続計画（BCP）の見直し
 （1）業務継続体制（BCM）の見直し
 （2）危機管理体制（CM）の見直し
2. 業務継続計画（BCP）の教育・訓練

1. 被災シナリオおよび被害想定
2. 業務継続の基本計画
 （1）災害発生後の対応
 （2）重要業務の選定
 （3）危機管理体制（CM）
 （4）優先稼働店舗の設定
 （5）代替拠点の場所
 （6）情報の収集・発信体制
 （7）グループ会社との連携
 （8）緊急対応業務・復旧対応業務

1 重要業務の作業手順
2. 緊急・復旧対応業務の
 作業手順

コンティンジェンシープラン

審議・策定・管理
（実行組織）

対応
（実行組織）

＋

私達の企業倫理と行動規範
私達は、次の企業倫理・行動規範を共有し、日常業務の中で実践する

ことによって、社会の皆さまからの厚い信頼と信用を得、「地域社会の繁
栄に奉仕する」という経営理念の実現に努めてまいります。

Ⅰ．企業倫理
1. 信頼の確保

京都銀行グループは、「地域社会の繁栄に奉仕する」という経営理念の
もと、社会的責任と公共的使命を十分認識し、健全な業務運営を通じて
地域社会とのゆるぎない信頼関係を確立します。
2. 法令やルールの厳格な遵守（コンプライアンス）

京都銀行グループは、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、誠実か
つ公正な企業活動を遂行します。
3. お客さま本位の実践

京都銀行グループは、創意と工夫を活かし、お客さまのニーズに的確
にお応えする金融サービスを提供するとともに、お客さまの保護にも十
分配慮した「お客さま本位」の経営に取り組みます。
4. マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対応

京都銀行グループは、マネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与
対策の高度化に努めます。
5. 反社会的勢力との関係遮断

京都銀行グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的
勢力との関係を遮断し、当該勢力による被害の防止に取り組みます。
6. 社会的責任の遂行

京都銀行グループは、社会に開かれた透明性の高い経営を展開すると
ともに、社会貢献活動あるいは環境問題に積極的に取り組みます。
7. 適正な情報開示

京都銀行グループは、社会全般から広く理解と信頼を得るため、経営
情報を適時適切にディスクローズします。
8. 働きやすい職場環境の確保

京都銀行グループは、心身ともに健やかに働くことができるよう、各自
の健康増進や職場内のコミュニケーションの活性化を積極的に推進し、
各自の能力を最大限に発揮できる働きやすい職場環境づくりに努めます。
9. 人権の尊重

京都銀行グループは、すべての人々の人権を尊重し、豊かな人権感覚
をもって企業活動に取り組みます。

Ⅱ．行動規範
1. 法令等の遵守（コンプライアンス）

私達は、法令や社会のルールあるいは業務上の諸規程等のきまりを厳
格に守ります。嘘をついたり、隠したり、見て見ぬふりをしたりしません。
2. 約束の厳守

私達は、約束したことは必ず守ります。

3. 守秘義務の徹底
私達は、情報管理の徹底をはかり、業務上知り得た秘密情報を厳格に

守ります。
4. 情報の不正利用の禁止

私達は、業務上知り得た取引先や銀行グループに関する秘密情報を自
己もしくは第三者の利益のために不正に利用しません。
5. 適正かつ高度な金融サービスの提供

私達は、誠実かつ適正に業務を遂行し、商品・サービスを提供する際は、
お客さまに対し内容を正しく開示し説明します。また、質の高い価値ある
金融サービスを提供することにより、お客さまの利益を保護するとともに、
経済・社会の発展に貢献していきます。
6. お客さまの立場に立った応対

私達は、常にお客さまの視点に立ち、その場に応じた適切な応対によっ
てお客さまに満足していただけるよう努めます。また、苦情等が寄せら
れた場合は、誠実に応対します。
7. 公正な取引の確保

私達は、お客さまとの取引条件や商品・サービスの内容等について他
の金融機関、企業等と話し合って決めたり、取引上の優越的な地位を利用
してお客さまに取引を強要するようなことはせず、公正に取引を行います。
8. 不適正な取引の排除

私達は、不適正・違法な取引の排除に努め、社会の安定と正義の実現
に金融面から貢献します。
9. 公私の別の明確化

私達は、常に公私の別を明確にします。また、職務やその地位を利用
して私的な利益をはかったり、公費を私的な目的に流用したりしません。
10. 接待・贈答等の規律厳守

私達は、賄賂その他法令等に違反するものはもちろん、過剰な接待・
謝礼、社会通念に照らして妥当性を欠く経済的利益を一切提供せず、ま
た一切受け取りません。
11. 健全な職場環境の維持

私達は、職場秩序を守りつつ、お互いに人格、個性、多様性を尊重し、
快適で健全な職場環境で働けるよう努めます。また、職場の内外を問わず、
京都銀行グループで働く者としてふさわしい行為を行います。
12. 報告・連絡・相談の徹底

私達は、何事によらず「報告・連絡・相談」（ホー・レン・ソー）を基本
動作として実践します。 
13. 検査への積極的な協力

私達は、法令・諸規程遵守に関する検査に対して、事実を隠ぺいする
ことなく、すべての事実を明らかにする姿勢の下に積極的に協力します。
14. 良き企業市民としての社会貢献

私達は、「地域社会の繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、一人ひ
とりが地域社会の一員として地元とのつながりを深め、素晴らしい地域づ
くりのため、積極的に社会貢献活動に取り組みます。

反社会的勢力に対する基本方針
当行は、反社会的勢力との関係を遮断するため、次の基本方針を遵守し、

業務の適切性および健全性の確保に努めます。
1. 組織としての対応

反社会的勢力に対しては、組織全体として対応します。
また、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。

2. 外部専門機関との連携
平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関

と緊密な連携関係を構築します。

3. 取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力とは、銀行単体のみならず、他社（信販会社等）との連携

による金融サービスの提供などの取引を含めて、一切の関係をもちませ
ん。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
4. 有事における民事と刑事の法的対応

反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的
対応を行います。
5. 裏取引や資金提供の禁止

いかなる理由があっても、反社会的勢力との裏取引や反社会的勢力に
対する資金提供は行いません。

【当行の危機管理態勢】
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